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　1．本研究の目的と方法・対象

（1）目的と方法

　　教員の現職教育と研修（以下単に「研修」という）は、今日、実にさまざで、その性格を検討し

　たり、記述するには、類型的に捉えること、すなわち概念的モデルとして捉えることが必要である。

　モデルといってもいわゆる「接合モデル」を含めたモデルである。接合モデルはいろいろなモデル

　の長所だけを生かすようにいくつかのモデルを接合したもので、今日の動向としては接合モデルの

　考えがとられるようになってきた。しかし接合モデルの内容は決して一様ではない。個々のモデル

　のどれを中心とするか、それらをどう組み合わせるかによってその性格は異なる。接合モデルのい

　ろいろな類型を知るためには、そこに接合される個々のモデルの性格や長所・短所を理解すること

　が必要である。

　　個々の研修モデルの性格は、一般に、その基底にある教育行政や学校経営の理論と実践のモデル

　に対応し、教育行政や学校経営のモデルはさらに行動科学の一般モデルに対応する。本研究は、こ

　のような枠組にしたがって、アメリカにおける教員の研修の経過と動向を類型論的に究明すること

　を目的とする。今日、わが国を含め、OECD加盟国間にかなり共通の動向があるように思われる。

　その意味でこの研究は、アメリカの事例ではあるが、他の国に無関係ではないであろう。

（2）対　　　象

　　伝統的にアメリカの教員研修のかなりの部分は、仮免許状または臨時免許状の所持者を対象とす

　る普通免許状取得のための現職教育および初任者（平均して大体採用から3年間）の研修によって

　占められてきた。しかしこの二つは本研究の対象から除外する。その理由は、前者は教員の養成教

　育（pr←service　ed㏄ati㎝）の欠如または不足を補うためのものであって、．本研究の対象となる研

　修とは異なった部類に属するからである。また後者は、正規教員（tenured　teacher）になる前の一

　段階として、教員養成の継続とみなされる傾向にあるからである。

　2．教育行政と教員研修の4モデル

（1）教員研修モデル・教育行政モデル・行動科学モデルの相互関係

　　アメリカの教員研修は、教育行政・学校経営（以下両者を含めて「教育行政」という）のモデル

　に対応し、さらに教育行政モデルは、社会学、組織理論、集団理論、リーダーシップ理論、心理学、

　変革過程論、コミュニケーション理論等を含む行動科学のモデルとほぼ一致する。

②　行動科学のモデル

　　行動科学は、　「客観的な方法で収集した経験的証拠によって立証した人間行動についての一般的

　法則を確立すること」u｝を目的にしているが、本研究の内容に直接かかわりをもっているのは、組
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織の行動、組織行動（組織内における構成員の行動）、および両者の関係である。

　マーチ（J．G．March）とサイモン（H．A．　SimQn）（1961）は、次のように、組織行動を三つに分類

しだ21。この3分類は、教育行政及び教員の研修の類型ともほぼ一致する。

　①　組織構成員、特に従業員は主として命令を受けて働らく受動的な道具であって、自発的に行

　　動したりすることはないという命題に基づく理論と実践

　②　組織構成員は態度、価値観、目的意識を組織にもちこむ・彼らは組織行動の体系に参加する

　　よう動機づけられ、誘導されなければならない・目的葛藤は、実際上ならびに理論上、権限行

　　使の在り方、態度、モラールの問題として扱われるという命題に基づく理論と実践

　③組織構成員は、意思決定者であり、問題解決者である・認知と思考過程は組織の行動の説明

　　の中心をなすべきであるという命題に基づく理論と実践

　さらに、ヘブロック（R．G．　HaveI㏄k）は、「知識の普及と利用による革新の設計」（3）（1969）の

なかで、　「知識」の発見と普及・利用による社会全般の包括的な革新過程を、次のように、四つの

モデルに分類した。

　①　研究開発普及モデル（researc　h－dev　eI　opment　and　diffusi㎝model，　RD＆Dモデルと略称され

　　ている）

　②　社会的相互作用モデル（s㏄ial－interaction　model）

　③　問題解決モデル（prd）lem－sdving　m（）de1）

　④接合モデル（linkage　model）

　上記のヘブロックの①、②、③は、マーチとサイモンの①、②、③にほぼ対応する。④の接合モ

デルは、研究開発普及モデル、社会的相互作用モデル、問題解決モデルの長所だけを接合したモデ

ルである。ヘブロックは、具体的な接合の仕方を示したというより、硬直した形式にとらわれない

柔軟性のあるモデルの組み合わせと使いわけの必要性を訴えたものと思われる。

　研究開発普及モデルについては、ヘブロックは、その過程を、①基礎研究、②応用研究、③原型

（prα（オype）の開発と試験、④大量生産、⑤計画的大量普及、⑥利用者（user）による受領（re－

Ceipt）の6段階に分けている。このモデルにおける「知識」とは、科学的方法及び試験・実験によ

って発見・確認された知識、その知識に基づく技術、その技術に基づく製品を含む。このモデルで

は「知識」の生産者と利用者は別人である。ベニス（W．G．Bennis）、ベン（K．D．Benne）、チン

（R。Chin）（1969）は、この型の政策モデルを「経験的合理的モデル」（empirical－rational　model）

と呼んでいる㈲。

　社会的相互作用モデルの本質は、個人と個人のインフォーマルな直接的・人格的接触に基づく影

響力による個人や集団、社会の変革にある。ここでいう「知識」は、経験的合理的知識を含むが、

それ以上に態度や価値に関連する信念、意見などである。このモデルにおいては、「知識」は集団

内で発生し、伝達され、発達する。

　問題解決モデルについては、　「問題解決」の主体および「問題」が、組織とは無関係な一個人お

よびその一個人の問題であるのか、あるいは、その主体が組織または組織構成員で、その「問題」

が組織または構成員の職務活動上の問題であるのかが区別される。前者と後者は基本的方法におい

て同一であるが、後者は組織という要因が加わる点で前者より複雑になる。このモデルは、両者を

通じて、効果的な進歩と発達は、非指示的コンサルタントと主体との間の相互交渉によって、主体
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　の態度と知識技能が改善されることを必要とするという前提に立っている。

（3）教育行政と教員研修のモデル

　　アメリカにおける教育行政及びそれに対応する教員研修の類型は、大体、上記のマーチとサイモ

　ン並びにヘブロックのモデルに一致する。ヘブロックのモデルは、また、アメリカやOECD等にお

　いても、広く各分野で利用されている。したがって、以下にヘブロックの4分類とモデルの名称を

　用いることにする。しかし、ヘブロックから借用するのは、上記のように四つに分類するというこ

　ととその名称である。各モデルの特性は、教育行政や教員研修の事実から得られることは言うまで

　もない。

　3．組織行動記述のための若干のカテゴリー

　教育行政と教員研修に関する行動について記述する必要上、各モデルの分析に先立って、以下に若

干のカテゴリーについて説明しておきたい。

（1）教育活動の規範的次元と個人的次元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　組織構成員の職務活動は規範的・一般的次元の要因と個人的・特殊的次元の要因との相互作用の

　結果である。この命題は、レヴィン（KLewin）の行動はパーソナリティと環境の函数であるとす

　る理論やパーソンズ（T．parsons）の「行動の一般理論」（1951）などに基づく。

　　規範的次元とは、学校を例にして言うと、学校という制度ないし組織があり、一定の達成すべき

　目的をもっている。学校はその目的を達成するために、その業務を整理・区分して各職員に分配し、

　各職員の業務遂行を整序し、相互に関連づける。特に学校が設定する教育目標やカリキュラム、教

　育方針、主要教材等は、教員の教育活動を方向づけ、規制することを目的とするものであり、教員

　にとって一種の執務要領のような性格をもっている。

　　個人的次元とは、個々の教員のパーソナリティ、または、その知識や技術、態度、意欲、勤務の

　目的意識、使命感などである。

　　実際の教育活動は、上記の二つの次元の相互作用の結果と見られる。これを図示すれば次のよう

　になるであろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規範的次元

　　　　　　　　　煮づ二1：慧：1＞一

個人的次元

（2）組織の拘束と個人の自由

　　組織がその構成員にどれほどの主体性や自由を認めるかは組織を特徴づける重要な要因であり、

　教員研修の性格を左右する。次の図は、AとBの二つの組織における組織の拘束性と個人の自由の

　関係を示したものである。Aは専ら規範的次元を通して教育活動の質を維持し、改善しようとする

　ものである。Bは教員の自由を保証することを通して同様の目的を達成しようとするものである。
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規範的次元

（組織の拘束）

個人的次元

（個人の自由）

■■■■■1組織の拘束

［＝＝コ個人の自由

A　　　　　　　　　　　　　　　　　　B

　　4．研究開発普及モデルと教員研修

　（1）研究開発普及モデルの特色

　　　もし「革新」（innovation）という語が、現在の実践からかけ離れた新しい技術や科学に基礎づけ

　　られた、より能率的な「ノウハウ」（Know－h㎝，装置と人の用いる技術を含む）を適用することを

・　意味するとすれば、このモデルの最大の特色は革新である。

　　　このモデルにおける「チェンジ・エージェント」（change　agent，変革の主導者・推進者及び変

　　革の原因・動因）は科学的な技術とノウハウである。教育行政の概念的類型としてのこのモデルの

　　特色は、工場経営の原理や手続き、用語等を全く無修正のまま教育行政や学校経営に適用する点に

　　ある。ここでは、子供は製品と、教員は工員と、教育過程は物の製造過程と同一視される。教育の

　　仕事を専門職と認める場合でも、その専門性は、個々の子供の特殊な個性と状況を診断し、科学的

　　原理に基礎づけられた適切な普遍的教育技術を適用する点にあるとみなされる。

　　　このモデルにおいては、教員は経営システムの命令を受けて働くシステムの受動的な道具であり、

　　経営システムが決定した仕様書（カリキュラム）と工具（教材）、方法によって作業をしなければ

　　ならない。仕様書や作業方法を決定するのは経営システムの責任である。教員は経営システムが自

　　ら開発した、またはシステムの外部で開発した技術の利用者（user）である。教員は、子供と同様、

　　外部からの働きかけによって容易に形造られる存在である。

　　　このようなモデルは、アメリカの教育史に2回現れた。1回目は1916年頃から1928年頃まで、第

　　2回目は1962年頃から1978年頃までである。前者は「科学的管理論」、後者は「新科学的管理論」

　　の時代とも言われる。

　②　　「科学的」教育行政モデル

　　　1916年頃から1928年頃までの時期は、「科学的」教育行政の時代であった。そう言われる理由は、

　　工場経営の能率化を目的とするテーラー（F．W．　Tay　lor）の「科学的管理法」（1911）がそのまま学

　　校行政に用いられたからである。アメリカ教育行政学の創始者カバリー（E．P．Cubberley）の「公

　　立学校行政」（1916）は、その典型である。カバリーは同書のなかで次のように述べている。

　　　　「われわれの学校は、ある意味で工場である。そこでは原料（子供）は生活の需要に応ずるため

　　の製品に造り変えられる。製品の仕様書は20世紀文明の需要によって決定される。学校の仕事は、

　　学校に課された仕様書にしたがって子供を教育することである。そのために、よい工具、専門化さ　　　　　1

　　れた機械装置、製造が仕様書にしたがってなされているかどうかを監視するための継続的な測定が

　　必要である」（6）

　　　カバリーの「公立学校行政」の主要な源泉であったと見られるテーラーの「科学的管理法」は次　　　　’1
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のような原理に要約される（7）。

　。立案と執行の分離の原理一経営者はすべての計画的・頭脳的な仕事を従業員から吸収すべき

　　　　　　である。計画は各作業の時間研究及び科学的に決定される生産方法に基づいて立案さ

　　　　　　れなければならない。

　。作業の科学的方法の原理一経営者は、従業員から作業の方法を決定する権限を吸収し、科学

　　　　　　的に最善の方法を決定し、それに適合するように従業員を訓練しなければならない。

　。時間研究の原理一経営者は、すべての作業に要する時間を正確に測定し、すべての作業の標

　　　　　　準時間を決定しなければならない。

　・能率給の原理一従業員の賃金は生産高に比例しなければならない。

　以上を要するに、テーラーが「科学的管理法」のなかで述べていることは、経営者は、仕事を行

う最善の方法を発見し、適切な工具を備えつけ、適切な人間を選考し、適切に訓練し、仕事に動機

づけるために生産高に比例して賃金を支払うということである。

　カバリーの場合、テーラーの「経営者」の役割を遂行するのは教育長である。教育長は「科学的

方法」を用いて、学校の目標、カリキュラム、教育方法、使用すべき教材・教具を決定する。教員

はこれらを実行する道具にすぎない。校長と「指導主事」（supervisor，当時は「監視人」の本来の

意味が強い）の主な職務は、教員がこれらの指示にしたがっているかどうかを監視することであっ

た。

　この官僚制機構において、現職教育はどう考えられ、実施されたであろうか。このような点を検

討する場合、当時の小学校教員の社会的地位や養成水準を知る必要がある。アメリカの小学校教員

の社会的地位と資格は不幸な伝統をもっている。植民地時代においては、小学校教員はいわゆる

「白人奴隷」（indent　ured　servant，渡航費用の借金のため強制労働要員として売買された）市場で

購入されるか、「教師しかできない無能者」（8）であった。したがって肉体労働者以上のものとはみ

なされていなかった。小学校教員は教えるに必要な教科の内容についての知識があれば十分と考え

られていた。19世紀に師範学校は急速に普及した。しかしその入学資格は小学校卒業で、修業年限

は1年から4年程度、カリキュラムは教えるに必要な教科の内容が大部分を占めていた。教職専門

は教育哲学、教授学、教育史等を若干含んでいたが大部分は従弟制度的な教育実習であった。

　しかし多くの小学校教員は小学校を卒業しただけで、師範学校に行った者も、ほんの短期間在学

しただけで、全課程を修了した者はむしろ少数であった。師範学校は、大体、1910年頃から高卒を

入学資格として修業年限2年とする傾向にあった。さらに4年制の教員大学（teachers　college）も

普及しはじめた。1920年の調査では、全国で師範学校が137校、教員大学が46校あった｛9｝。同年の

初等・中等学校の教員総数60万人のうち、大学卒は約半数であった。高等学校教員は一般に大学卒

が要求されていたので、小学校教員についてだけ言えば、大学卒は半数以下であったα゜｝。

　カバリーは1929年版の「公立学校行政」のなかに「教員の訓練と監督（supervisi㎝）」という章

を設け、教員の基礎資格の水準を州規程で定める必要性、よい教員を誘致するために給与水準を引

き上げる必要性を述べた後に、「彼女（小学校教員）はそれまで教えられた原理を用いているかど

うかを監視する必要がある」と述べている〔11）。カバリーの「校長の職務」（The　Principal　and　His

School，1923）によると、校長の主要な職務は「監督」（supervision）で、校長は教員に週毎に授業

計画を提出させたり、その授業を巡視したりする（12｝。その監督とは、主として、「教員の問題点と
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　改善の必要な箇所を診断し、教員に有益な示唆を与える」ことである（13）。1911年のNEAの会議で

　ある教育長が、「継続的訓練の見地から」教員を5種類に区分して、それぞれに応じた監督の方法を

　提案している。興味を引くのは、その区分の仕方が、監督を喜んで受容するか、回避したがるかを

　基準にしていることである。それをカバリーが引用していることはさらに興味深いM。

（3）　「新科学的」教育行政モデルの背景

　　アメリカで、教育政策の基本を決定するのは州であるが、研究開発普及モデルを推進したのは連

　邦政府であった。特にアカウンタビリティ運動（accountability　movement）の圧力と連邦政府の全

　省庁におけるシステム技法の採用を背景に制定された「初等・中等教育法」（1965）は研究開発普

　及モデルによる教育革新の典型であった。

　　レッシンジャー（L．Lessinger）の「アカウンタビリティ：教育におけるシステム設計」｛15）（1973）

　はこのモデルのプロトタイプであるといってもよい。彼は「初等・中等教育法」制定当時、連邦教

　育庁（USOE）の初等中等教育担当の次官（U　S．Ass㏄iate　Commissi㎝er（f　Education）として研

　究開発普及モデルを推進した人物である。

　　1960年代以降の研究開発普及モデルは、アカウンタビリティ運動ならびにシステム分析などの技

　法と不可分の関係にある。それゆえ、その関係の背景についてごく簡単に説明したい。アカウンタ

　ビリティとは、レッシンジャーによれば、「平均家庭の収入に占める教育税の割合が上昇する傾向

　にあった」にもかかわらず、「かなりの割合の青年が就職や兵役に就くのに必要な読み・書き・算

　の水準に達していなかった」ので（16）、父母や国民は、学校や教育関係者を非難し、教育委員会

　の予算案を否決するということが相継いで起った。この運動は政治問題化し、教育システムの全体

　ならびにそれを構成する各機関や職員の責任を明確にし、それによってその能率や費用効率を改善

　することが図られた。

　　他方、教育システム全体の能率化は、現代の企業経営や国防計画作成の技法、すなわちシステム

　技法を採用することであった。その大体の経過は次のとおりである。1960年代の初期、大企業の経

　営者から国防長官に就任したマクナマラは、文民統制のために、従来利益集団の政治的圧力に大幅

　にゆだねられていた国防計画を、目的と費用の客観的分析に基づいて決定するシステム技法、特に

　PPBSを国防省に導入した。その成功により、ジョンソン大統領は、1965年、すべての省庁がこ

　の管理技術を採用すべきことを命じた。　（この管理技術は連邦政府の補助金交付を通じて州や地方

　の教育委員会にも普及した）　「初等・中等教育法」は丁度こうした時期に制定された（17》。

　　研究開発普及モデルの特色は、科学技術の開発と普及による革新と改善にある。1960年代は「教

　育の現代化」が叫ばれ、ブルーナー（J．S．Bruner）らの「新カリキュラム」が開発された時期であ

　る。「教育研究開発」　（Edueational　Research　and　Development）という名のつく、　あるいはそれ

　を目的とする部局（1962）、センター（1969）、研究所（1973）が相継いで連邦教育庁の内外に設

　けられた。

（4）システム概念としてのアカウンタビリティ

　　レッシンジャーによれば、アカウンタビリティとは一種のシステム概念である。システム概念と

　してのアカウンタビリティは、直接的には責任を明らかにすることであるが、間接的には能率や費

　用効率を改善することである。それは、また、教育システム全体の問題とそれを構成する各機関や

　職員、特に教員の責任とに分けられる。それを表に示すと次のようになる。
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シ　ス　テ　ム システムの部分（特に教員）

責任の明確化 費用と「成果」の測定と報告
教員の教育活動

iパーフォーマンス）の基準

能率・費用効率の改善 システム設計
・職務専念義務

E科学的教育方法の採用

⑤　教育システムの責任

　　教育システムの責任は、直接的には次のようなことを意味する。すなわち、①学校または教育委

　員会は、住民との合意に基づいて、その教育目標を明確に定める。②住民は学校に要する費用を負

　担する。③学校または教育委員会は、会計報告と同様に、生徒の学業成績の第三者による客観的測

　定に基づいて、その「成果」（result）を報告する。④継続的な目的達成の失敗は、住民の側からの

　費用負担の打ち切りになる。間接的には、システムは上記のようなメカニズムによって、システム

　全体の能率と費用効率を改善する。その際PPBS等のシステム分析の技法が用いられる。

㈲　学校の経営管理者とシステム設計

　　レッシンジャーは、教育システムのサブシステムとして、経営システム、財政システム、教授シ

　ステム（inStrUCt　iOnal　SyStem）をあげ、経営システムについては若干、教授システムについてはか

　なりの紙数を当てて説明している。しかし、財政システムについては全く説明がない。また、それ

　以外にどんなサブシステムがあるのかも述べていない。

　　経営システムについては、今後学校の経営者は、「企業家精神」（enrrepreneurship）をもって、シ

　ステム設計などの技術を用いて目的達成の戦略を設計する必要があることを示唆している。

（7）教員個人の責任とパーフォーマンス

　　教員の責任は、「個人的責任」（personal　accountability）と「専門職的責任」（professional

　accomt　ability）に分けられる。前者は、熱心に、誠実に職務に従事する責任であり、後者は科学

　的研究によって決定された効果的な教育方法を使用する責任である。それを図示すると次のように

　なるであろう。

⑤教員の
@熱　　意 ＠教員の教育活動

iパーフオーマンス）

◎生徒の

@学習活動

①生徒の

@成果
④教員の

@能　力

◎教員の
@教育方法

外的要因 外的要因 外的要因

　この図で「外的要因」とは個々の教員のコントロール外の要因である。①について責任を負うの

は教育システムであるが、個々の教員は④について責任を負う。「よい」方法は、個々の教師が勝

手に判断するのではない。教育システムが全体として採用するのである。すなわちそれは経営シス

テムの責任である。教員はそれに従わなければならない。教員の仕事への動機づけに関しては、
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　「成果」に対する、または国民に対する「責任」（accountability）感が中心になっている。あるい

　は「パーフォーマンス」への「献身」（commitment）とも言える。この意味で、職務次元（技術）

　においては他律的であるが、態度・情意次元については自律的である。レッシンジャーは、動機づ

　けについてはなにも述べていない。

⑧　教授システムの設計

　　「よい」方法は、上の図の矢印を逆に①一◎一→＠と遡ることによって開発されると思われるが、

　その開発を行うのは外部の専門機関であって、教員は利用者である。レッシンジャーは「よい」

　方法の普及と利用の過程を、次のように、7段階に分けて説明している。

　　「第1段階：適合（adapt　ation）一よい方法（practice）を損わない範囲で、それが導入される

　　　　　場の状況の制約に適合するように改める。

　　　第2段階：採用（adoption）一適合した方法を市場に出荷し（marketing）、宣伝する。

　　　第3段階：据付（inst　allation）一職員の訓練、革新の管理、新方法の実施に必要な材量の取

　　　　　得等

　　　第4段階：形成的評価（formative　evalution）一よい方法がその場の状況に適合したものに

　　　　　なるまで照合し、調整する。

　　　第5段階：総括的評価（s㎜mative　evaluation）一新方法の生産性（productivity）を現行方

　　　　　法と対比して評価する。すなわち、同一費用で現行方法より優れた結果を産出するか、ま

　　　　　たはより少ない費用で同じ結果を生むかなどを測定する。

　　　第6段階：普及（dispersion）一第1段階から第4段階までを利用して、新方法を広く普及さ

　　　　　せる。

　　　第7段階：最適化（optimization）一新方法が導入される以前の状態に復帰しようとする自然

　　　　　な予測しうる傾向に対して、新しい均衡（equilibrium）が定着（institutionali　ze）するま

　　　　　で保護する」（18｝

　　レッシンジャーのこのモデルは、工場の生産設備の革新過程の直輸入である。これらの段階のう

　ち最後の第7段階の説明は注目に値する。教師は保守的で、教育制度の改革に否定的な圧力団体と

　して活動していることはOECD加盟国にほぼ共通した傾向であることが認められているが（191、レッ

　シンジャーは、教員の抵抗を乗り超えて実施し、定着させるのが経営システムの責任であると言っ

　ているのである。

　　NSSE（全米教育研究協会）の第82年報（1983）は「現職研修」（20）の特集号にあてられている

　が、その最後に学校現場からの意見が掲載されている。それによると、教育研究開発は教育工学と

殆んど同義である。教育工学は現職研修の内容であり方法である。教員はそのプログラムにしたが

　って正しい答えを出すまで訓練される。しかもそれが1960年代の「新カリキュラム」や「教育の現

代化」の時代から20年以上も続いてきている累積的効果は、「革新」に対する嫌悪とアレルギーを

　もたらしているようである。

　　たしかにこの“RD＆Dモデル”は、現職研修については基本的にPBTE（Performance　Based

Teacher　Education）である。望ましいとされる教育活動、すなわち、パーフォーマンスに必要な

能力が分析され、その能力を「訓練」するための系統的で段階的なプログラムが研究開発され、教

員は自分の問題にあまり関係ないと思うことも暗記することが求められる。上記の報告は、もうこ
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　んなことはやめるべきだという痛切な叫びでもある。

⑨　研究開発普及モデルの評価及び修正

　　連邦教育庁は、1958年（国家防衛教育法制定）から約20年にわたって連邦政府から補助金の交付

　を受けたプロジェクトが、その意図した目的を達成したかどうかを確かめるため、ランド社（Rand

　Corporation）に依頼してその調査を行った。その結果は驚くべきものであった。「プロジェクトは、

　殆んどの学区で意図したとおり実施されなかった。実施したほんの少数の学区も、補助期間が過ぎ

　ると、その改革を継続しなかった。改革の内安は他の学校や学区に移され、普及するようなことは

　なかった」。それらのプロジェクトはすべて「ノン・イベンッ」（non－events）、つまり、「試合不成

　立、勝負の判定なし」であった（2n。

　　研究開発普及モデルは利用者側の事情を全く無視するものであった。そのモデルを実施した人び

　とは、学校現場の事情をあまりにも知らなかったと言うべきかもしれない。今日、アメリカの教育

　行政の教科書は、「学校は努力目標を定め、それを教師用手引書やカリキュラム、学校要覧等に記

　載し、学校参観者などに配布する。……しかしカリキュラムに書かれていることが実際に教室で行

　われることに強い影響力をもっていないことは殆んど疑いない」（22）というようなことを書くのがむ

　しろ一般的になりつつある。教師の行動は研究開発普及モデルの仮定とは全く異なっていたのであ

　る。

　　1978年から始った連邦政府の「教師センター」への補助金交付及び1980年に改組された教育省の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　中に「教育研究改善局」（研究開発でない）を設けた事実は、連邦教育省の政策の転換を端的に示

　すものである。

　　今日研究開発普及モデルのプロトタイプを主張する人は少ないように思われる。またそれを主張

　する場合でも若干の修加が加えられている。たとえば、ハリス（B．M．Harris）の「革新戦略の3段

　階」（23）（1985）を見ると、三か所に重要な修正が認められる。第一は、研究開発の段階に関するこ

　とであるが、従前は「上部で」もしくは「中央で」研究開発されて「上から下へ」または「中央か

　ら地方へ」のルートが考えられていた。修正モデルにおいては、この「上から下へ」のルートのほ

　かに、あまり成果を期待できないとしながらも「地方における」研究開発のルートが加えられてい

　る。第二は教育委員会がある方法や教材を採用するかどうかを決める意思決定の段階に関すること

　である。従前は学区内の必要性と費用の観点からのみ決定されるようになっていたが、修正モデル

　では、それに加えて、「実行可能性」（feasibility）という評価基準を設けている。この基準は、経

　営システムの努力によって、教員の抵抗を和らげ、共通理解を図ることができるかということを主

　な内容にしている。第三は執行段階に関する修正である。従前の考え方では形成的評価を経て最後

　に総括的評価を行うというルートだけがあった。しかし修正モデルでは、この正規のルートのほか

　に、事実上「ノン・イベント」または「中止」を意味する「予定を変更した運営」のルートが予想

　されている。

　5．社会的相互作用モデルと教員研修

（1）社会的相互作用モデルの隆盛期と特色

　　社会的相互作用モデルは、「科学的」モデルと「新科学的」モデルに挟まれた1930年頃から1960

　年頃にかけて流行した。その全盛期は1940年頃から1955年頃までの約15年間で、この時期の教育行
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　政はこのモデルー色に塗りつぶされた。その特色は職場の人間関係や雰囲気を重視する点にある。

　しかし、このモデルの本質は従業員を動機づけるための技術的規範にのみあるのではない。それは、

　むしろ、職場における「民主々義」や福祉の実現のための倫理規範である。言い換えれば、手段で

　あるとともにそれ自体目的である点にこのモデルの特色がある。教育行政分野に取り入れられたこ

　のモデルは、企業経営における場合よりも、一層「民主々義」のみを強調する傾向にあった。次に

　このモデルを、人間関係論、職場の民主化運動、教育行政分野の特色の順に見ていくことにする。

②　企業経営における人間関係論

　　企業経営における人間関係論についてはよく知られている。ここではその要点だけで十分であろ

　う。人間関係論の発端になった「ホーソン研究」（1927～1932）は、物理的環境の変化が従業員の作業

　能率に与える効果を調査しようとして始められたものであったが、その結果、作業場の物理的環境

　の変化と作業能率との間に一貫した相関性や合理性を発見できなかった。しかし次のような重大な

　発見をした。すなわち、①従業員にとって、公平に信頼感をもって扱われるという意識や仲間うけ

　をよくするというようなことが、「科学的」管理が仮定した経済的利益（たとえば報奨金など）よ

　りも重要であるということ、言い換えれば、従業員は「科学的」管理が仮定していたような「経済

　的人間」でもなければ「合理的人間」でもなく、むしろ非合理な「情動的人間」であるということ、

　②そしてこのような情動的で非合理な人間の側面が作業能率を支配する主要な要因であるというこ

　と、③したがって経営者が作業能率を高めようとするならば、このような人間の側面に着目して、

　従業員をもっと人間味のある、温情のある仕方で扱い、労働の精神的環境づくり、すなわちモラー

　ル（士気）を高揚するよう努力しなければならないことなどである。

　　これらの発見のうちで③については若干吟味が必要である。企業における人間関係論は、本来従

　業員の能率改善のための手段または技術である。ここには、科学的管理論と同様に、人間は他から

　動機づけられ、操作される存在であるという仮定がある。さらに、科学的管理論と同様に、人間は

　本来仕事嫌いで、野心がなく、責任を回避したがる、自発性よりも命令されることを好む存在であ

　るという仮定がある。この人間観は後述の問題解決モデルの人間観と本質的に異なっている。

（3）職場の「民主々義」運動

　　このモデルは単に技術規範であるにとどまらず、労資関係や福祉政策を背景にもつ職場の「民主

　主義」運動としての倫理規範でもある。ハーズバーグ（F．Herzberg）は、人間関係論の背景にロシ

　ア革命のような急進主義への国民的恐怖が潜伏し、それが従業員への人道主義的配慮と福祉政策を

　生じさせたと述べている124）。こうして、経営者は従業員の賃金を著しく改善し、監視と罰による

　厳しい労務管理を改め、安全で楽しい労働環境づくりに努めた。

（4）経営参加

　　従業員の意思決定、方針決定、経営等への「参加」は、このモデルがもたらした具体的な経営管

　理の形態である。このモデルにおいて、「参加」は、まるで争いや意見の不一致をなくし、経営上

　のあらゆる問題を見事に解決する魔法のように主張された。さらに、参加は、従業員の知識や技術

　を企業の意思決定に反映させることによって、意思決定の合理性を高める・従業員を意思決定過程

　に参加させることによって、その方針が従業員によく理解され、よく執行される・従業員を経営に

　参加させることにより、「自分は重要な存在である」と思わせ、従業員のやる気を出させるなどの

　ことが主張された。
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　　デューイ（J．Dewey）の「学校における民主々義」（1937年に「学校と社会」の改訂版（25）に追加）

　も結局「参加」の倫理的価値と技術的価値を述べたものである。NEAの教員（classro㎝teachers）

　部会が1953年刊行した「学校行政における民主々義」というパンフレットは、教員は参加すること

　が有益な分野として30項目を掲げている（26｝。その1位から5番目までは次のとおりである。①俸給表

　の作成、②教員の12か月給与支給制度の立案（注：アメリヵの教員は年に10か月雇用制）、③年次

　有給休暇に関する方針案の作成、④教員の選考に関する方針案の作成、⑤現職教育計画案の作成。

　これを見ると労資関係的色彩が顕著である。

（5）　「民主々義的」教育行政モデル

　　教育行政におけるこのモデルは、基本的には上記のような特色をもっているが、「人間関係」と

　いう語はあまり用いられない。代って「民主々義的」、「機能的」、「民主的指導性」、「参加的経

　営」、「部下の承認に基づく上司の権限行使」、上司と部下の「同僚性」（cdlegiality）、「集団的意

　志決定」などの必ずしも意味が明確でない語がキーワードとして使用される圃。ここでは、しばし

　ば、インフォーマルな一市民としての権利とフォーマルな組織上の権限とを同一一に扱い、上意下達

　の伝統的権威を否定し、上司と部下の関係が逆転し、　「諸条件の整備」が教員に奉仕する行政の機

　能を示す語として使用される。また教育委員会の定める「コース・オブ・スタディ」（course　of

　study，「科学的」教育行政の時代にあっては学校の教育課程そのもの）は、経験主義教育の普及と

　あいまって、次第にその基準性・拘束性をもたない、教員用手引書または参考資料を見倣されるよ

　うになった。

　　この時期の教育行政理論の指導的立場にあったメールマン（A．B．　Moehlman）は、「学校行政」（お）

　（1951）のなかで、教育行政の機能を教員及び教育活動に対する奉仕（service）と規定し、官僚制

　機構にともなう権威を否定し、教員の参加、教育現場の直接経験に基づく教員の知的・技術的権威

　の尊重、教員の自律的規律、集団意思決定等を主張した。しかし他面、教育組織の説明が上記の主

　張と矛盾する箇所もある。その原因は、技術的規範、倫理的規範、法規範の三者を殆んど区別しな

　いことから生じているように思われる。

（6）　「民主々義的」教育行政モデルにおける研修

　　行政的権威の否定、教員の権威の尊重、教育課程の拘束性の除去等は、現職研修において「自由

　放任」（laissez－faire）となった。教室は校長や指導主事等の無断侵入を許さない教師の「城」とい

　う慣行が成立し、校長や指導主事等の教員に対する権威的指導は否定された。　「自由放任」とは文

　字通り教員の自由に委ねて、行政の側からはなにも行わなかったということである。　（戦後多数採

　用された高卒者の大学における単位取得はこれと別である）結局、アメリカで教員の現職研修が重

　視されるようになったのは、1960年代以降のことである。

　6．問題解決モデルと教員研修

（1）問題解決モデルの特色

　　問題解決モデルの特色の理解のためには、OECD（CER　I）の「教師の養成と職務の新形態：革

　新者としての教師」（1976）からの次の引用を見るのがよいであろう。

　　「OECDの構成国において効果的な革新の戦略に関する最近の考え方にある重要な共通の動向が

　あるというのがこの報告書の基本的仮定である。伝統的に採用してきた革新の戦略のいかんにかか
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　わらず、多くの国は、中心から周辺へ、または、上から下へというモデルの弱点を認識し始めてい

　る。たとえば、カリキュラム開発の研究開発普及モデルの基底にある仮定に重大な疑問が投げかけ

　られている」（29）「教育革新の実現のための最も有効な手段に関する考え方の中心は、いまや利用

　者、すなわち教員と学校側の問題に注がれている」（30）学校の問題解決能力とは「学校の創造性」

　を育成することである。「学校の創造性とは、革新を採用し、適合させ、発生させ、または拒否す

　る学校の能力である。……したがって、問題点は、中央当局の立案した革新に対する学校の受容性

　を改善することにあるのではない。学校自身が革新を行う能力を改善することにあるのである」（31）

　　このモデルのもう一つの特色は、学校が革新を行う能力を改善できるように、「コンサルタント」

　を含む援助体制を築く必要があるとしている点にある。

（2）問題解決モデルの系譜

　　このモデルの基本理念は二つの源泉から出ている。一つは人間関係と並行して発達してきたロジ

ャース（C．R．Rogers）やマスロー（A．　H．　Masl㎝）などのいわゆる「燗性の’已・理学」（h㎜一

　istic　psychology）の人間観、動機理論、自己実現の理念等である。他は1960年頃を境にして急に活

　発化した経営学の動きのなかから生じた。その動きとは、人間性の心理学の基本理念に立って、従

　業員の目標と企業目標とを統合し、職場におけるインフィーマルな人間関係のみをとくに強調した

　人間関係論の弱点を修正する試みである。

　　この試みの代表としては、ハーズバーグ（F．Herzberg）の「勤労の動機」132｝（1959）、マグレガ

　ー（D．M（丈｝regor）の「企業の人間的側面」（33｝（1960）におけるrX理論とY理論」、ハービソン

　（F．Harbis　on）の「経済近代化における人的資源の開発計画」（341（1962）における「人的資源の開

　発論」などがある。

　　教育行政の分野においては、たとえば、全国の指導主事を主要構成員とするAS　CD（Ass㏄iati㎝

　for　Supervision　and　Curriculum　Development）が、1963年、上記の経営理論を「基準」にして、

　「科学的管理論と人間関係論を統合する教育指導行政（supervisi㎝）の理論を建設するための特別

　委員会」を設置し、1967年に「教育指導行政：その立場と仮定」を公刊した｛35）。ASCDは、また、

　1975年に「専門職的教師に対する専門職的教育指導行政」｛36）を出し、この立場を一層鮮明にした。

　この冊子の執筆・編集者はサージオバンニ（T．J．Sergiovanni）である。サージオバンニとスターラ

　ット（R．J．　Starratt）の「教育指導行政：ヒューマニズムの見解」（37）（1975）は、問題解決モデル

　の代表と見られる。

　　このように、教育行政分野において、1963年以降、優勢な研究開発普及モデルと並行して、問題

　解決モデルが次第に形成され、1970年代の後半に研究開発普及モデルの重大な欠点が明らかになる

　につれて、脚光を浴びるようになった。現在の接合モデルは、問題解決モデルを中核にしている。

③　問題解決モデルの基底としての人間性の心理学の理念

　　問題解決モデルの教育行政は、次のような、人間性の心理学・教育学の理念を基底にもっている

　ことがわかる。

　　①　主体性の尊重　主体性は人間の本質である。人間の主体性は、その人の立場になって、その

　　　人の問題や悩み、苦しみをともに感じ、ともに考えることによって「了解」される。それは、

　　　科学的方法と言うより、現象学的方法によって可能になる。

　　②　自己実現の傾向性　人間には「自己実現の欲求」、「十分に機能する人間への傾向性」がある。
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　　　しかし、これらの欲求や傾向はどちらかというと弱く、内外の諸条件によって阻害されやすい。

　　③　人間の全体性　人間の知識と態度等は不可分の関係にある。

　　④問題解決・研修・革新の結合問題解決・研修・革新は一連の過程で、切り離すことはでき

　　　ない。

　　⑤　顧問の役割　問題解決モデルの教育行政は、問題解決・研修・革新の一連の過程を全く学校

　　　の自主性に委ねる「自由放任」型のモデル（人間関係論）とは明確に区別される。それは「顧

　　　問」（consultant）の「介入」（int　ervention）を不可欠と考える。このことは、人間性の心理学

　　　の発生の源であるサイコセラピーやカウンセリングを想起すれば、ただちに明らかであろう。

　　　事実、OECDの前述の報告書は学校を「来談者」（chent）と表現している場合もある。カウン

　　　セリング・モデルによれば、「顧問」の役割は、個人が自己に関連している内外の客観的現実、

　　　特に自分にはよく見えない盲点を正確に認知するように、鏡の役割、または現状に関するフィ

　　　ードバックの役割を行い、正しく問額を診断し、解決の目標を立て、必要に応じて情報を提供

　　　したりして、「来談者」の自主的な問題解決・研修・革新を「支援する」（suppαt）ことであ

　　　る。

（4）問題解決モデルの基底としての組織行動論的経営学の理念

　　①　自己実現の経営　マスローによれば、健康なパーソナリティの特質は、究極的価値への献身、

　　　使命感であり、そこに究極的な生き甲斐を感ずること、つまり「自己実現」（self－actualization）

　　　することである。マスローは5段階の欲求階層の最高の段階に「自己実現の欲求」の存在を仮

　　　定している。したがって、自己の職務における自己実現は、自己実現の欲求から生ずるもので

　　　ある。その意味で、ブルナー（J．S．　Bruner）のことばで表現するなら「内発的動機づけ」（int　rir卜

　　　sic　motivati㎝）と言うことができよう。マスローの「自己実現の経営」｛38｝（Eupsychian

　　　Management，1965）とは、従業員の職務における自己実現、すなわち「職務充実」　（j（わ

　　　enrichment）に必要な精神的制度的諸条件の考案である。ハービソンの「人的資源の開発」の

　　　目的は、　「人間を仕事（ta6k）のために最大限に役立てる」ことによって社会全体の経済の現

　　　代化を促進するとともに「役立てられる人自身の福祉」に貢献することである。ハービソンは

　　　後者について「ヒューマニズム」の精神に基づくものであることを強調している。上述のサー

　　　ジオバンニは、自らの立場を「人的資源の教育指導行政」（human　resources　supervisiσn）と

　　　規定している。

　　②　職務満足と職務不満　上述の経営論の立場にほぼ共通していることの一つは、賃金、作業条

　　　件、人間関係等の条件（ハーズバーグはこれを「衛生要因」と呼んだ）が低下すれば従業員の

　　　不満を生じさせるが、その充実は必らずしも「職務充実」または「職務満足」（job　satisfaction）

　　　を生まないということ、すなわち「衛生要因」は職務不満の発生を防止することができるのみ

　　　であるということ、したがって「衛生要因」の充実は経営の不可欠の前提であること、　「職務

　　　充実」は従業員のパーソナリティに基づく要因によっても左右されるが、経営者は「職務充実」

　　　が実現できるような職場の環境を整備する必要があること、などである。

　　③　従業員の目標と組織の目標の統合

　　　　人間関係論は、科学的管理論の誤りを訂正するに際して、公式組織の権威を全面的に否定し

　　　た。マグレガーによると、「権威主義に代わるべき方法は、単なる権威の否定ではない。単に
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　　　統制を除去しただけでは解決にならないことをわれわれは経験から学んでいる」（39）「今後の経

　　　営の課題は従業員個々人の目標と企業目標との統合」（4°）を図ることである。

⑤　問題解決モデルの教員研修

　　　一「臨床的研修」と「組織開発」一

　　問題解決モデルの典型的な教員研修の形態としては、個々の教員の学習指導能力の向上発達を目

　的とする「臨床的研修」（行政の立場からはclinical　supervisionといわれる）と学校の問題解決過程

　を支援する「組織開発」（organization　development，通常ODといわれる）を挙げることができる。

　　サージオバンニとスターラットは、「教育指導行政：ヒューマニズムの見解」（1982）のなかで、

　臨床的研修を教育指導行政の中心に位置づけ（41）、コーガン（M。Cogan）の開発した臨床的研修の手

　順（8段階）を紹介し、その特色について述べている（42）。その概略は、①教員と指導者（教員の

　指導者の意味。以下同じ）の相互信頼関係の樹立、②教員と指導者の協力による授業観察方法の企

　画、④教員授業実施、指導者観察、⑤両者それぞれ授業分析、⑥両者の会議日程の作成、⑦会議開

　催、相互意見交換、教員の能力の発達のための形成的評価、⑧両者協力による新たな努力目標の設

　定、という8段階である。

　　組i織開発については、OECDの前記報告書は、学校の校内研修に顧問（consult　ant）を「介入」さ

　せるべきであるとしている。ここで重要なことは顧問の姿勢である。同報告書は、ヘブロックの「知

　識の普及と利用による革新の設計」（1969）を引用し、顧問の役割について、「もし誰かが顧問に助

　言を求めるとき、顧問にとってなによりも必要なことは、何が問題であり、来談者がそれにどう対

　応しているかということを理解することである。したがって顧問は、自分が知るためというより来

　談者自身が気付くために、来談者に自由に話させなければならない」（43｝と説明している。そしても

　し顧問が指示的な姿勢をとるとすれば、顧問は、もはや顧問ではなく、訓練者または知識の運搬人

　になってしまうと警告している。OECDの定義によれば、「組織開発とは、学校の職員が、外部の

　専門家の診断と指示を単に受容するというより、組織開発顧問の支援によって、学校目標の再構成、

　新しい集団過程技術の発達、目標達成のための組織や方法ならびに学校の勤務雰囲気の改善、結果

　のアセスメントにおける現在の問題点やその原因を検討し、積極的にそれに参加することである」（44｝

　組織開発の7段階のなかには、顧問による学校の現状に関する資料の作成、分析、指示などが含ま

　れている。

（6）芸術としての教育観

　　このモデルは、一般に、子供の教育にしても、また教員の研修、学校の「組織開発」にしても、

　外部から加えられる「革新」というより内面からの「発達」または「進歩」という考えをもってい

　る。たとえば、サージオバンニとスターラットは、教育活動を、「科学的」というよりむしろ「芸

　術的」（artist　ic）なもの、または、「芸術作品」（artifact）と考えている。したがって、教員研修の

　指導者は、教員の行う授業を、芸術作品の鑑識眼（connoisseurship）をもって、鑑賞（appr㏄iati㎝）、

　推理（inference）、解明（disclosure）、記述（description）すべきであると述べている。

　　また、このモデルは、人間の成長発達に関連する要因とその相互作用は極めて複雑で、体系的な

　公式に整理できないような過程や手続きを相等含んでいると考える。さらに、このモデルは、授業

　の過程は、無数の要因を授業の形態、速度、リズム等の基準に合致するように瞬間的に演出する即

　興性（頭で考えていては間に合わない。「体で」覚えることが基本になる）が求められると考える｛46｝。
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このような見方が、教育活動の芸術的見解になっていると思われる。

　教育活動を主として科学に基づいた原理の適用過程と見るか、または、主として芸術的なものと

見るかによって、教員研修の理念、形態、方法は大幅に異なったものになる。

　最後に、サージオバンニやOECDの報告書を問題解決モデルの例として扱ったが、正確に言えば、

強く問題解決モデルに傾斜した接合モデルであると言わなければならない。引用した部分は純粋に

問題解決モデルと思われる部分である。

　む　　す　　び

　本研究を書き始めるとき、接合モデルも含めて、教育行政の4類型別に教員研修の理念、形態、

方法等を分析し、記述しようと思った。しかしいま問題解決モデルまでをもって一往の締め括りに

したいと思う。それは紙数が既に制限に達したことにもよるが、接合モデルは、本研究で扱った3

モデルをさまざまに接合したもので、一つの型としては扱えないこと、および接合モデルについて

述べるには、「教員センター」を抜きにできないこと、その他さまざまな実例を具体的に示す必要

があることなどの理由による。これらの問題は次回にまとめたいと思っていることを申し添えて、

むすびとしたい。
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